
認定こども園の１日（イメージ）

年　　齢 0～２歳 ３～５歳

認定区分 ３号認定

午前8：00～
通常保育

給　　食

２号認定 １号認定

午前7：30～

午後2：00～ 通常保育

教育・保育

給　　食

降　　園

午後4：00～
午後7：30

市内の認定こど
も園は、現在の
ところ「認定こ
ども園　西脇保
育所」のみ。

随時降園

長時間保育

登　　園
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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

の
主
な
目
的
は
、
①
認
定
こ
ど
も

園
の
普
及
を
図
る
こ
と
、
②
幼
児

期
の
学
校
教
育
や
保
育
の
量
の
拡

充
と
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
、
③

地
域
の
子
育
て
支
援
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
の
3
点
で
す
。

 
認
定
こ
ど
も
園
の
普
及
促
進

 　
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
小
学
校
就

学
前
の
施
設
と
し
て
、
保
育
所
と

幼
稚
園
の
2
つ
が
主
に
利
用
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
新
制
度
で
は
、

そ
れ
ら
に
加
え
て
「
認
定
こ
ど
も

園
」
の
普
及
を
図
り
ま
す
。

　

認
定
こ
ど
も
園
は
幼
稚
園
と
保

育
所
の
機
能
や
特
徴
を
併
せ
持
つ

こ
と
か
ら
、
教
育
と
保
育
を
一
体

的
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
子

育
て
支
援
の
場
も
用
意
さ
れ
て
お

り
、
誰
で
も
子
育
て
相
談
や
親
子

交
流
の
場
な
ど
に
参
加
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

 

保
育
認
定
が
必
要

 　
新
制
度
で
は
、
認
定
こ
ど
も
園

や
保
育
所
、
幼
稚
園
の
利
用
に

「
保
育
認
定
」
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
利
用
者
は
、
次
の
区
分
に
応

じ
て
利
用
施
設
が
決
ま
り
ま
す
。

○
１
号
認
定　

子
ど
も
が
満
3
歳

以
上
で
、
教
育
を
希
望
す
る
と
き

　
﹇
利
用
先
﹈
幼
稚
園
、
認
定
こ

ど
も
園

○
２
号
認
定　

子
ど
も
が
満
3
歳

以
上
で
、
保
育
の
必
要
な
事
由

に
該
当
し
、
保
育
所
等
で
の
保

育
を
希
望
す
る
と
き

　

﹇
利
用
先
﹈
保
育
所
、
認
定
こ

ど
も
園

○
３
号
認
定　

子
ど
も
が
満
3
歳

　

未
満
で
、
保
育
の
必
要
な
事
由

　

に
該
当
し
、
保
育
所
等
で
の
保

　

育
を
希
望
す
る
と
き

　
﹇
利
用
先
﹈
保
育
所
、
認
定
こ

　

ど
も
園

　
　

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

　

こ
の
ほ
か
、
す
べ
て
の
子
育
て

家
庭
を
支
援
す
る
仕
組
み
と
し
て
、

ご
家
庭
で
子
育
て
を
す
る
保
護
者

も
利
用
で
き
る
「
一
時
預
か
り
」

や
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
子
育
て
相

談
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
「
地
域
子

育
て
支
援
拠
点
」
の
設
置
な
ど
、

地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援

を
充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　

児
童
福
祉
課
（
市
役

所
内
線
5
7
0
）
ま
た
は
学
校
教

育
課
（
市
役
所
内
線
5
2
6
）　

 

利
用
者
負
担
（
保
育
料
）

 　
新
制
度
の
利
用
に
か
か
る
保
育

料
は
、
保
護
者
の
所
得
に
応
じ
た

支
払
い
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

　

具
体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
国
が
定
め
る
基
準
を
も
と

に
市
で
決
定
し
ま
す
（
平
成
26
年

度
と
同
等
の
水
準
に
な
る
見
込

み
）。
詳
細
が
決
定
次
第
、
広
報

に
し
わ
き
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

契
約
先
、
保
育
料
の
支
払
い
先

 

○
認
定
こ
ど
も
園

▼
契
約
相
手
先
…
認
定
こ
ど
も
園

▼
保
育
料
の
支
払
い
先
…
認
定
こ

　

ど
も
園

○
市
立
幼
稚
園

▼
契
約
相
手
先
…
幼
稚
園

▼
保
育
料
の
支
払
い
先
…
市

○
保
育
所

▼
契
約
相
手
先
…
市

▼
保
育
料
の
支
払
い
先
…
市

子
ど
も
・
子
育
て
に
関
わ
る
仕
組
み
が
変
わ
り
ま
す

子
ど
も
・
子
育
て
に
関
わ
る
仕
組
み
が
変
わ
り
ま
す

幼
稚
園
を
希
望

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
利
用
の
流
れ

平
成
27
年
4
月
か
ら
か
ら

子
ど
も
・
子
育
て
に
関
わ
る
仕
組
み
が
変
わ
り
ま
す

平
成
27
年
4
月
か
ら

給食だーいすき！（比延保育園）

　

平
成
24
年
8
月
に
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
法
律
な
ど

に
基
づ
い
て
、
幼
児
期
の
学
校
教
育
や
保
育
、
地
域
の
子
育
て
支
援
の
量
の
拡
充
や
質
の

向
上
を
進
め
て
い
く
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
」
が
平
成
27
年
4
月
か
ら
始
ま
り

ま
す
。
西
脇
市
で
も
、
市
内
各
地
域
に
あ
る
保
育
所
・
幼
稚
園
の
老
朽
化
や
、
多
様
な
保

育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
な
ど
総
合
的
な
取
り
組
み
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１
利用申し込み

直接幼稚園へ

２
入園内定および

保育認定の申請

幼稚園を通じて

３
入園説明会の

案内

幼稚園から

４
認定証の交付

１号認定／幼稚

園を通じて

５
幼稚園と

契約

保
育
所
を
希
望

１
「保育の必要性」

の認定申請

市児童福祉課へ

２
認定証の交付

２・３号認定

／市から

３
保育所の利用

申し込み

４
市が利用調整
申請者の希望と
保育所の状況に
よる

【認定こども園を希望する場合】
　１号認定の場合は上段、２・３号認定の場合は下段の流れになります。

５
市と契約
利用先を
決定後、
通知



27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度～

保育所

幼稚園 閉園

整備改修検討 整備改修 預かり保育
の廃止

募集開始 募集停止 ４・５歳児のみ ５歳児のみ

法人・民営化の推進

研究と研修の推進
・就学前教育・保育の
　質的向上を目指す

認定こども園とのコーディネーター設置
・29年度～34年度

 

・教育と保育の一元化
・３～５歳の就学前教育
・０～５歳の保育

・３～５歳の就学前教育の実践
・研究・研修拠点としての位置付け
・通園バスの運行

１園に統合

認定こども園に向けた
整備期間 順次、認定こども園に移行

１園統合化に向けた
準備期間（市内８園）
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多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
施

設
と
し
て
、
法
人
・
民
営
化
に
よ

る
認
定
こ
ど
も
園
を
推
進
し
て
い

き
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
市
で
は
、
5
歳
児
を

対
象
に
幼
稚
園
教
育
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
今
後
は
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
新
制
度
」
の
も
と
で
、

3
歳
以
上
の
小
学
校
就
学
前
幼
児

に
つ
い
て
教
育
を
行
っ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

0
〜
5
歳
児
ま
で
連
続
し
た
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
育
つ
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
保
護
者
の
就
労
形
態

に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
保
育
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 

公
立
幼
稚
園
を
１
園
に
統
合

  

公
立
幼
稚
園
は
平
成
29
年
度
か

ら
１
園
に
統
合
し
、
平
成
34
年
度

末
ま
で
の
間
、
3
〜
5
歳
児
の
就

学
前
教
育
の
実
践
お
よ
び
研
究
・

研
修
拠
点
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

ま
た
、
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
研

修
や
地
域
の
子
育
て
支
援
に
つ
い

て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

統
合
さ
れ
た
幼
稚
園
が
自
宅
か

ら
遠
方
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
の
で
、
通
園
バ
ス
の
運
行
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
幼
稚
園
が
統
合
さ
れ
る

平
成
29
年
度
以
降
は
、
幼
稚
園
で

の
預
か
り
保
育
は
行
い
ま
せ
ん
の

で
、
保
育
所
ま
た
は
認
定
こ
ど
も

園
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

平
成
35
年
度
で
幼
稚
園
は
役
割

を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
が
責
任
を
持
っ
て
関
与

 　
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
内
容
に

つ
い
て
は
、
市
教
育
委
員
会
が
責

任
を
持
っ
て
指
導
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
成
27
〜
28
年
度
を

「
認
定
こ
ど
も
園
の
ス
タ
ー
ト
に

向
け
た
準
備
期
間
」
と
位
置
付
け

て
、
市
に
お
け
る
就
学
前
教
育
・

保
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
を
行

　

市
内
各
地
域
に
あ
る
幼
稚
園
や

保
育
所
は
昭
和
40
年
代
の
建
物
が

多
く
、
い
ず
れ
も
建
て
替
え
時
期

を
迎
え
て
い
ま
す
。
多
く
は
耐
震

化
が
必
要
で
、
す
べ
て
の
施
設
を

改
築
し
た
場
合
は
多
額
の
費
用
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

市
内
の
乳
幼
児
数
は
、
将
来
的

に
確
実
に
減
少
す
る
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。
各
園
と
も
現
在
の
定
員

を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
し

ょ
う
。

 

認
定
こ
ど
も
園
を
推
進

 　
そ
こ
で
、
法
人
・
民
営
化
施
設

を
中
心
に
「
認
定
こ
ど
も
園
」
化

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
内
に

8
園
あ
る
公
立
幼
稚
園
を
暫
定
的

に
１
園
に
統
合
し
ま
す
（
詳
細
は

後
述
）。

　
　

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

　

認
定
こ
ど
も
園
は
、
0
〜
5
歳

ま
で
の
乳
幼
児
が
、
保
護
者
の
就

労
状
況
に
合
わ
せ
て
保
育
・
教
育

の
両
方
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

施
設
で
す
。
幼
児
期
の
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
も
、
異
な
る
年
齢
の

集
団
の
中
で
互
い
に
認
め
合
い
育

ち
合
う
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る

成
長
の
場
と
な
り
ま
す
。

　

市
に
お
い
て
も
、
国
の
方
向
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
3
〜
5
歳
ま

で
の
複
数
年
教
育
や
、
保
護
者
の

 

就
学
前
教
育
・
保
育
の
推
進
に

関
す
る
基
本
方
針

 　
市
に
お
け
る
就
学
前
教
育
・

保
育
は
、
以
下
の
方
針
に
基
づ

い
て
推
進
し
ま
す
。

⑴
法
人
･
民
営
化
に
よ
る
施
設

を
中
心
に
、
認
定
こ
ど
も
園

化
を
推
進

⑵
認
定
こ
ど
も
園
化
に
向
け
て
、

施
設
建
設
等
に
伴
う
補
助
金

制
度
を
創
設

⑶
3
〜
5
歳
児
に
つ
い
て
教
育

を
実
施

⑷
認
定
こ
ど
も
園
化
さ
れ
た
施

設
の
職
員
の
指
導
力
の
向
上

を
図
る
た
め
の
研
修
を
保
障

 

推
進
の
基
本
的
方
向
（
抜
粋
）

 

○
平
成
27
〜
32
年
度
で
地
域
の

実
情
に
応
じ
た
適
正
な
規
模

の
認
定
こ
ど
も
園
に
集
約

○
補
助
金
交
付
規
程
を
定
め
、

運
営
費
、
施
設
整
備
費
を
市

が
支
援

○
法
人
・
民
営
化
に
よ
る
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
目

指
し
、
教
育
・
保
育
に
係
る

研
修
等
を
支
援

○
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
円
滑
な

移
行
と
、
公
立
幼
稚
園
8
園

を
１
園
に
統
合
（
一
定
期
間

存
続
さ
せ
た
後
で
閉
園
）

西
脇
市
就
学
前
教
育
・
保
育
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
策
定

　

市
は
、
平
成
26
年
8
月
に
「
西
脇
市
就
学
前
教
育・保
育
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

策
定
に
当
た
っ
て
は
、
条
例
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
「
西
脇
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
」
に
お
い
て
、

学
識
経
験
者
や
子
ど
も
の
保
護
者
、
関
係
団
体
等
か
ら
ご
意
見
を
伺
い
、
平
成
27
年
4
月
か
ら
施
行
さ
れ
る

「
子
ど
も・子
育
て
支
援
新
制
度
」
に
合
わ
せ
た
「
就
学
前
の
教
育
・
保
育
の
方
向
性
」
等
を
検
討
し
ま
し
た
。

 

認
定
こ
ど
も
園
で
の
教
育

と
保
育
の

関
係
は
ど

う
な
る
の
？

 

市
内
の
幼
稚
園
や
保
育
所

の
建
物
は
ど
れ
も
古
く
な
っ

て
い
る
よ
う

だ
け
ど
、
ど

ん
な
状
況
な

ん
だ
ろ
う
。

 

公
立
幼
稚
園
は
ど
う
な
る

の
？　

ま
た
、
認
定
こ
ど
も

園
設
置
ま
で

の
具
体
的
な

ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
教
え
て
。

 

以
前
に
も
幼
稚
園
と
保
育

所
が
１
つ
に
な
る
方
針
が
策

定
さ
れ
て

い
た
よ
う

だ
け
ど
？

　

近
隣
の
市
町

は
ど
ん
な
状
況

な
の
か
な
。

 

民
間
事
業
者
で
あ
る
認
定

こ
ど
も
園
の
質
に
ば
ら
つ
き

が
で
な
い
か

心
配
な
ん
だ

け
ど
…

　

園
児
の
数
も

か
な
り
減
っ
た

み
た
い
ね
。

今後の就学前保育・教育の方向性とスケジュール

い
ま
す
。

　

併
せ
て
、
幼
稚
園
・
保
育
所
そ

れ
ぞ
れ
の
職
員
に
指
導
力
向
上
を

図
る
た
め
の
研
修
を
行
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
平
成
23
年
3
月
に
、

幼
稚
園
と
保
育
所
を
１
つ
に
し
た

幼
保
一
元
化
施
設
整
備
に
向
け
た

「
幼
保
一
元
化
基
本
方
針
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
24
年
8
月
に
制

定
さ
れ
た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
お
よ
び
関
連
法
律
の
改
正
に
基

づ
い
て
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
」
が
平
成
27
年
4
月
か
ら

ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
が
、
新
制
度
上
の
「
認
定
こ
ど

も
園
」
で
教
育
と
保
育
を
一
体
的

に
行
う
た
め
に
は
、
以
前
の
基
本

方
針
で
は
一
部
対
応
で
き
な
い
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
従
来
の
基
本
方
針
に

つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
平
成
26

年
8
月
に
新
た
な
基
本
方
針
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

乳
幼
児
の
教
育
・
保
育
に
関
す

る
状
況
は
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な

っ
て
お
り
、
公
立
幼
稚
園
・
保
育

所
と
私
立
の
幼
稚
園
・
保
育
所
が

混
在
す
る
場
合
や
、
公
立
の
施
設

が
全
く
な
い
場
合
な
ど
が
あ
り
ま

す
。

　

新
制
度
で
は
、
社
会
保
障
の
1

つ
と
し
て
「
子
育
て
支
援
」
が
位

置
付
け
ら
れ
、
就
学
前
の
教
育
・

保
育
の
提
供
を
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

近
隣
の
自
治
体
に
お
い
て
も
、

公
立
幼
稚
園
の
閉
園
、
す
べ
て
の

保
育
所
の
認
定
こ
ど
も
園
化
、
公

立
の
認
定
こ
ど
も
園
の
新
設
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
た
方
針

を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

　
　

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

　

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
は
市

の
「
宝
」
で
す
。

　
「
教
育
の
復
活
」
に
向
け
、
確

か
な
学
力
と
豊
か
な
人
間
性
を
備

え
た
子
ど
も
た
ち
を
育
ん
で
い
く

た
め
に
、
義
務
教
育
へ
の
円
滑
な

接
続
を
図
り
ま
す
。

　

今
後
、
認
定
こ
ど
も
園
お
よ
び

就
学
前
教
育
・
保
育
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
地
域
や
保
護
者
の
方
に

説
明
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
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ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

○
長
時
間
保
育

　

保
護
者
な
ど
が
勤
務
時
間
や
通

勤
時
間
な
ど
の
都
合
で
、
通
常
の

保
育
時
間
内
の
送
迎
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
家
庭
の
児
童
が
対
象

○
乳
児
保
育

　

お
お
む
ね
生
後
8
週
間
以
上
の

０
歳
児
が
対
象

○
障
害
児
保
育

　

心
身
の
発
達
に
障
害
や
遅
れ
が

あ
り
、
集
団
の
中
で
保
育
す
る
こ

と
が
で
き
る
児
童
が
対
象

○
休
日
保
育

　

日
曜
日
・
祝
日
な
ど
の
休
日
に

保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
家
庭

の
児
童
が
対
象

○
一
時
預
か
り
保
育

　

保
護
者
の
就
労
形
態
や
傷
病
等

に
よ
り
、
家
庭
で
の
保
育
が
一
時

的
に
困
難
と
な
る
場
合
に
、
当
該

家
庭
の
児
童
が
対
象

○
病
児
・
病
後
児
保
育

　

市
内
に
居
住
ま
た
は
保
護
者
が

市
内
に
就
労
し
て
い
る
保
育
園
入

所
児
童
で
、
病
気
中
や
病
気
の
回

復
期
に
あ
り
、
家
庭
や
集
団
で
の

保
育
が
困
難
な
児
童
が
対
象

 

年
度
途
中
の
入
所
申
込
は
？

  

平
成
27
年
度
中
の
途
中
入
所
を

希
望
さ
れ
る
方
も
、
右
表
の
日
程

で
お
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

た
だ
し
、
園
に
よ
っ
て
、
保
育
士

数
や
そ
の
他
の
状
況
か
ら
受
け
入

れ
が
難
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
と
こ
ろ
、
特
に
低
年
齢
児

の
途
中
入
所
が
難
し
く
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
こ
の
期

間
内
で
の
お
申
し
込
み
を
ご
検
討

く
だ
さ
い
。

　

や
む
を
得
ず
、
年
度
途
中
で
の

入
所
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
原

則
と
し
て
入
所
希
望
月
の
前
月
10

日
ま
で
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　

☆　
　
　

☆　
　
　

☆

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
入
所

手
続
き
な
ど
に
関
す
る
情
報
を
詳

し
く
掲
載
し
て
い
ま
す
。
お
申
し

込
み
に
必
要
な
様
式
等
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

◆
問
合
せ　

児
童
福
祉
課
（
市
役

　

所
内
線
3
7
5
）

　

平
成
27
年
度
保
育
園
児
を
募
集

し
ま
す
。
来
年
4
月
か
ら
の
新
規

入
所
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
各
保

育
所
ま
た
は
福
祉
事
務
所
に
あ
る

入
所
申
込
書
に
関
係
書
類
を
添
え

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

受
付
日
程
等
は
下
表
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◆
対
象
者

　

0
歳
か
ら
小
学
校
入
学
前
（
平

成
21
年
4
月
2
日
以
降
の
生
ま

れ
）
の
乳
幼
児

◆
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由

　

保
護
者
な
ど
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
家
庭
で
の
保
育
が

困
難
な
乳
幼
児

①
就
労

②
妊
娠
・
出
産

③
疾
病
・
障
害

④
介
護
等

⑤
災
害
復
旧

⑥
求
職
活
動

⑦
就
学

⑧
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ

⑨
育
休
取
得
中
に
、
保
育
利
用
中

の
子
ど
も
が
い
て
継
続
利
用
が

必
要

※
い
ず
れ
の
場
合
も
証
明
書
類
が

必
要
で
す
。

◆
保
育
料

　

原
則
と
し
て
、
保
護
者
の
住
民

税
額
に
よ
っ
て
市
が
徴
収
し
ま

す
。
他
に
保
育
所
が
個
々
に
集

め
る
園
費
が
必
要
で
す
（
保
育

所
に
よ
り
金
額
は
異
な
り
ま

す
）。

◆
申
込
み　

11
月
17
日（
月
）〜

　

詳
細
は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

特
別
保
育
を
実
施

 　
保
育
所
に
よ
っ
て
内
容
が
違
い

　

平
成
27
年
度
の
幼
稚
園
児
を
募

集
し
ま
す
。
な
お
、
昨
年
度
ま
で

は
個
別
に
入
園
案
内
書
を
お
送
り

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら

は
お
送
り
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者　

市
内
に
居
住
す
る
平

成
21
年
4
月
2
日
〜
平
成
22
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児

◆
就
園
日
・
時
間　

月
〜
金
曜
日

の
午
前
8
時
〜
午
後
2
時
（
昼

食
を
済
ま
せ
て
帰
り
ま
す
）

◆
入
園
料　

5
，0
0
0
円

◆
保
育
料　

5
，0
0
0
円
（
8

　

月
を
含
む
毎
月
徴
収
）

※
入
園
料
・
保
育
料
と
も
に
平
成

　

26
年
度
時
の
参
考
金
額
。
平
成

27
年
度
に
つ
い
て
も
同
等
の
水

準
に
な
る
見
込
み
で
す
が
、
具

体
的
な
金
額
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
国
が
定
め
る
基
準
を
も
と

に
決
定
し
、
広
報
に
し
わ
き
や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

◆
申
込
み　

11
月
17
日（
月
）〜
11

月
21
日（
金
）
午
前
8
時
〜
午

後
6
時
（
入
園
希
望
の
幼
稚
園

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
期

間
中
ご
都
合
の
悪
い
方
は
随
時

受
け
付
け
ま
す
の
で
、
幼
稚
園

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）。

◆
問
合
せ　

各
幼
稚
園
・
教
育
委

員
会
学
校
教
育
課
（
市
役
所
内

線
5
3
4
･
5
2
6
）

 

預
か
り
保
育
を
実
施

 　
幼
稚
園
降
園
後
、
家
庭
で
の
保

育
が
困
難
な
園
児
を
対
象
に
、
預

か
り
保
育
を
実
施
し
ま
す
（
平
成

29
年
3
月
末
ま
で
）。

◆
実
施
場
所

○
西
脇
幼
・
重
春
幼
・
日
野
幼

　
（
比
延
幼・双
葉
幼・芳
田
幼・楠

丘
幼・桜
丘
幼
は
下
記
の「
学
童

保
育
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。）

◆
実
施
日　

毎
週
月
〜
土
曜
日

◆
実
施
時
間

・
平
日　

午
後
2
時
〜
6
時
30
分

・
土
曜
日
、
長
期
休
業
期
間　
　

　
午
前
8
時
15
分
〜
午
後
6
時
30
分

◆
預
か
り
保
育
料

　

通
常
月　

7
，0
0
0
円

　

8
月 

1
3
，0
0
0
円

※
お
や
つ
代
は
毎
月
の
保
育
料
と

合
わ
せ
て
別
途
負
担
。
緊
急
時

の
み
の
一
時
預
か
り
も
可
能
。

◆
申
込
期
間

　

12
月
1
日（
月
）〜
5
日（
金
）

　

午
前
8
時
〜
午
後
6
時

◆
申
込
方
法

・
幼
稚
園
、
教
育
委
員
会
に
あ
る

「
預
か
り
保
育
入
園
申
請
書
」、

「
保
育
に
欠
け
る
証
明
」（
預

か
り
・
学
童
共
通
）、「
家
族
の

状
況
報
告
書
」
に
記
入
捺
印
し
、

幼
稚
園
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・「
保
育
に
欠
け
る
証
明
」
は
必

要
人
数
分
を
提
出
の
こ
と
（
預

か
り
保
育
を
希
望
す
る
園
児
と

同
居
し
て
い
る
70
歳
未
満
の
大

人
の
方
全
員
分
が
必
要
で
す
）。

◆
問
合
せ　

学
校
教
育
課
（
市
役

　

所
内
線
5
3
4
）

 

学
童
保
育
を
実
施

 　
同
居
す
る
家
族
（
通
学
者
を
除

く
70
歳
未
満
の
方
全
員
）
の
就
労

な
ど
に
よ
っ
て
、
放
課
後
、
家
庭

で
保
護
者
な
ど
の
保
護
が
受
け
ら

れ
な
い
園
児
や
児
童
を
対
象
に
、

適
切
な
遊
び
の
場
や
生
活
の
場
を

提
供
す
る
た
め
、
学
童
保
育
を
実

施
し
ま
す
。

◆
実
施
場
所
・
対
象

○
西
脇
小
・
重
春
小
・
日
野
小
…

　

小
学
1
〜
3
年
生
の
児
童　

　
（
園
児
は
上
記
の
「
預
か
り
保

育
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。）

○
比
延
小
・
芳
田
小
・
楠
丘
小
・

桜
丘
小
…
園
児
、
小
学
1
〜
3

年
生
の
児
童

○
双
葉
小
…
園
児
、
小
学
1
〜
6

年
生
の
児
童

※
小
学
4
〜
6
年
生
の
特
別
支
援

学
級
入
級
児
童
・
療
育
手
帳
保

持
児
童
・
発
達
障
害
児
童
は
右

記
の
全
小
学
校
で
対
応
し
ま
す
。

※
定
員
が
超
過
し
て
い
る
と
き
は

ご
希
望
に
添
え
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※
平
成
27
年
１
月
以
降
で
、
定
員

に
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
小
学

4
〜
6
年
生
を
対
象
と
し
て
学

童
保
育
室
ご
と
に
募
集
し
ま
す
。

◆
実
施
日

　

毎
週
月
〜
土
曜
日
（
祝
日
、
8

月
12
日
〜
15
日
、
12
月
28
日
〜

1
月
4
日
を
除
く
）

◆
実
施
時
間

・
授
業
が
あ
る
日

　

授
業
終
了
時
〜
午
後
6
時
30
分

・
授
業
が
な
い
日

　
午
前
8
時
15
分
〜
午
後
6
時
30
分

◆
保
育
料

○
通
常
月

・
児
童　

6
，0
0
0
円

・
園
児　

7
，0
0
0
円

○
8
月

・
児
童　

1
1
，0
0
0
円

・
園
児　

1
3
，0
0
0
円

○
夏
休
み
期
間
の
み
の
利
用

・
児
童　

1
7
，0
0
0
円

・
園
児　

2
0
，0
0
0
円

※
春
休
み
お
よ
び
冬
休
み
の
み
の

利
用
は
別
途
料
金
が
必
要
で
す
。

※
お
や
つ
代
は
別
途
必
要
で
す
。

◆
申
込
期
間

　

12
月
2
日（
火
）〜
13
日（
土
）

・
火
曜
日
〜
土
曜
日

　

午
前
9
時
〜
午
後
9
時

・
日
曜
日
・
祝
日

　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

◆
申
込
方
法

　

生
涯
学
習
課
（
総
合
市
民
セ
ン

タ
ー
内
）
に
あ
る
所
定
の
用
紙

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
み
・
問
合
せ

　

生
涯
学
習
課
（
総
合
市
民
セ
ン

　

タ
ー
内
／
☎
22‐5
9
9
6
）

保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
の
入
園
手
続
き
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

保
育
所

認
定
こ
ど
も
園

幼
稚
園

平
成
27
年
4
月
入
所
・
入
園

運動会に向けて（比延保育園）

■保育所入所申込みの受付日程

受　付　日
11月17日（月）

11月17日（月）

11月18日（火）

11月18日（火）

11月19日（水）

11月19日（水）

11月20日（木）

11月20日（木）
11月25日（火）　
～11月28日(金）

受付場所 受付時間
　9：45～10：45

13：30～14：30

　9：45～10：45

13：30～15：00

　9：45～10：45

13：30～15：00

　9：45～10：45

13：30～14：30

　8：30～17：15

比 延 保 育 園

津 万 保 育 園

黒田庄保育園

西脇春日保育園

どれみ保育園

認定こども園西脇保育所

芳 田 保 育 園

日 野 保 育 園

市役所児童福祉課

認定こども園（幼稚園部）を利用する3～5歳の子ども

保育所・認定こども園（保育園部）を利用する0～5歳の保育を必要とする子ども

受　付　日

11月19日（水）～

受付場所 受付時間
13：30～
先着順で受け付け

認定こども園西脇保育所
問合せ先：22-2909

■西脇市の幼稚園連絡先一覧
幼稚園名 住　　所 電話番号

22-2432

22-3156

22-3430

22-3542

22-8106

27-0014

28-2173

28-2174

西脇657-5

和田町688-47

西田町346-1

比延町29

住吉町1-1-3

落方町227-1

黒田庄町岡376

黒田庄町石原1470

※幼稚園には校区はありません。

西脇幼稚園

重春幼稚園

日野幼稚園

比延幼稚園

双葉幼稚園

芳田幼稚園

楠丘幼稚園

桜丘幼稚園




